
九州厚生局への届出に関する事項 
 

 当院では、以下の項目について施設基準に適

合している旨の届出を行い、所定の診療報酬

を算定しています。 
 

・医療療養病床 36 床 
 

（１） 療養病棟入院基本料１ 

・医療区分３､医療区分２の 

     入院患者の割合…８割以上 



・看護職員…平均で常時２０：１以上 

      (正看比率２割以上) 

・看護補助者…平均で２０：１以上 

・看護職員（看護師･准看護師） 

      …1 日に 6 人以上勤務 

・看護補助者…1 日に 6 人以上勤務 

・時間帯の配置 
  ＊8：30～16：30 まで 



   看護職員 1 人当たり受持ち数 
       …9 人以内 
    看護補助者 1 人当たり受持ち数 
       …9 人以内 
  ＊16：30～翌朝 8：30 まで  
   看護職員 1 人当たり受持ち数 
       …36 人以内 
    看護補助者 1 人当たり受持ち数 
       …36 人以内 



（２）療養病棟療養環境加算 1 

（３）入院時食事療養(Ⅰ) 

      及び入院時生活療養(Ⅰ) 
 

当院では、管理栄養士によって管理さ

れた食事を適時（夕食については午後 6

時以降）、適温で提供しています。 

（4）運動器リハビリテーション料（Ⅱ） 



（5）呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 

（6）脳血管疾患等 

     リハビリテーション料（Ⅱ）

（7）在宅時医学総合管理料及び 

     施設入居時等医学総合管理料 

（8）別添 1 の「第 14 の 2」の 1 の

（3）に規定する在宅療養支援病院 



（9） 在宅がん医療総合診療料 

（10）がん治療連携指導料 

（11）CT 撮影及び MRI 撮影 

（12）検査・画像情報提供加算 

   及び電子的診療情報評価料 

（13）機能強化加算 



（14）感染対策向上加算 3 

（15）診療録管理体制加算 3 

（16）データ提出加算 1 及び 3 

（17）医療 DX 推進体制整備加算 

（18） 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

（19）入院ベースアップ評価料（24） 

【特別の療養環境の提供】 



当院の差額病床は以下の通りです。 

個室：8 床（新館 3 階） 

料金：1 日につき 3,000 円（税別） 
 

※病状により個室入室を医師が指示した場合は 

徴収いたしません。 
 

（医）緑風会 長崎みどり病院 院長 上戸穂高 

【保険外負担に関する事項】 

当院では以下の項目について、実費等の



負担をお願いしています。 

・居住費(生活療養環境療養標準負担額)     

…１日につき３７０円 

・病衣代 …１日につき 80 円（税抜） 

・洗濯代 …１ヶ月 4000 円～5500 円 

・テレビ代…電気店との直接契約。 

        １ヵ月につき 6000 円 

        １日につき 200 円 

 


